
営農型太陽光発電 ⾼収益農業実証事業の概要
平成30年度〜令和元年度の２年間、秋⽥県および静岡県において、営農型太陽光発電設備下部の農地
での営農実証を⾏いました。

１ 秋⽥県秋⽥市における えだまめ の実証概要

秋⽥県において、えだまめは⽣産・販売対策を強⼒に推進する県の重点野菜の⼀つに位置づけ。特に耕
作放棄地の拡⼤が懸念される中⼭間地域のモデルとして実証を実施。

設備概要

設置場所 秋⽥市 施設⾯積 8.5a

発電出⼒ 39.6kW 遮光率 31%

⽀柱間隔 4.2m ⾼さ 3.4m

試験区 分枝数
枝/株

節数
節/株

莢数
個/株

全重
kg/10a

収量
kg/10a

遮光率31% 2.6 23.8 55 1,726 838

慣⾏ 3.2 25.8 62.6 2,235 1,089

表 株の分解調査

注）平均的な⽣育を⽰す代表株5株を調査
栽植密度︓農家慣⾏区 5.79株/㎡

実証区 4.10株/㎡

• 発電設備下ではやや⽣育量が不⾜し、
開花期も2⽇程度遅くなる等⽣育へ
の影響があるが、収量、品質は慣⾏
と同等と推定

• 機械作業は可能であるものの、⽀柱
に注意して作業をする必要があり、
作業時間が増加

えだまめ品種︓湯あがり娘

秋⽥県の本実証事業の報告書は以下のHPで閲覧できます。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48189

写真 実証区、農家慣⾏区のえだまめ
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２ 静岡県における 茶、ブルーベリー、キウイフルーツ の実証概要

静岡県において、特産品である茶等について、園地の上空への太陽電池（パネル）の設置が、育成環境
にもたらす影響等の調査を通じて、⾼い収益性が確保できる営農⽅法の実証を実施。

設備概要

設置場所 島⽥市 施設⾯積 4.6 a

発電出⼒ 22 kW 遮光率 50 %

⽀柱間隔 3 m ⾼さ 2.8 m

試験区 萌芽期 摘採⽇
（調査⽇）

新芽重
g

新芽数
本

遮光率50% 4/9
5/2

15.6 29

慣⾏ 4/16 12.7 34

表 茶の新芽の⽣育状況 • 50%程度の遮光でも、収量や品質に
影響がないとの結果

• 発電設備下では、⼀番茶の新芽の⽣育
が早い傾向

• 発電設備下では、朝⽅の葉温の低下が
抑制され、凍霜害の発⽣が抑えられる
傾向

品種︓かなやみどり

茶

設備概要

設置場所 静岡市清⽔区 施設⾯積 2.6 a

発電出⼒ 13 kW 遮光率 36 %

⽀柱間隔 4 m ⾼さ 3 m

品種 試験区 収量
kg/樹

糖度
Brix

酸含量
%

ブライトウェル
遮光率36% 1.5 10.6 0.7

慣⾏ 1.8 10.2 0.5

バルドウィン
遮光率36% 2.0 12.0 0.7

慣⾏ 2.2 11.1 0.7

表 ブルーベリーの収量と果実品質

• 収穫時期が数⽇程度遅れる傾向
があるが、収量、果実品質は慣
⾏と同等

ブルーベリー
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設備概要

設置場所 静岡市清⽔区 施設⾯積 2.6 a

発電出⼒ 13 kW 遮光率 36 %

⽀柱間隔 4 m ⾼さ 3 m
表 キウイフルーツの収量と果実品質

• 収量、果実品質は慣⾏と同等
• ⾵⾬や強い光が遮られるため、果実軟腐

病や、傷・汚れが減少の傾向、⼀⽅で、
カイガラムシが増加の傾向

キウイフルーツ

品種︓静岡ゴールド

試験区 収量
t/10a

糖度
Brix

酸含量
%

遮光率36% 1.8 15.5 0.6

慣⾏ 1.8 15.6 0.6

静岡県の本実証事業の報告書は以下のHPで閲覧できます。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-310/einou.html
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営農と発電それぞれの経営計画をしっかり検討しましょう（次⾴③）

初
期
検
討

計
画
策
定

各
種
申
請

⼯
事

事
業
開
始

• 営農型太陽光発電
を理解する

• 営農、発電を相談
できる者を探す

• 電⼒系統に接続で
きるか確認する

営農者 農地転⽤
許可権者 電⼒会社

発電設備
施⼯業者

栽培品⽬の検討

営農継続の
体制づくり

周囲の理解を
得る（次⾴①）

ポイント

農地の
⼀時転⽤相談

（農業委員会等）
信頼できる
業者探し

現状確認、
設備下での

営農計画策定

⼟地の利⽤状況、
地盤調査、境界
確認等現地調査

農地の
⼀時転⽤申請

（農業委員会）
（※２）

周辺農地に
影響がないこと

を確認

農地の
⼀時転⽤許可

（農地転⽤許可権者）

営農開始、継続 農地転⽤許可権
者へ年次報告 電⼒供給開始 ⼯事完了

チェックリスト等
を活⽤

知⾒者へ相談
相談窓⼝の活⽤

農地法に基づく
⼀時転⽤許可が
必要（次⾴②）

電⼒系統に接続で
きるか、まず
電⼒会社に相談

• 営農計画の策定
• ⼟地の利⽤状況や

測量等現地調査に
基づく太陽光発電
システムの設計、
⾒積取得

営農に⽀障ない
太陽光発電シス
テム設計を依頼

⾒積取得

• 電⼒会社への接続
契約等申込

• FIT事業計画認定
申請

• 農地⼀時転⽤申請

資⾦調達の
⽬途を⽴てる

意⾒書の添付
（※１）

• 電⼒会社へ接続の
ための⼯事費負担
⾦⽀払

• ⼯事契約・⼯事

経済産業省

⼯事費
負担⾦の
⽀払い

• 営農の開始、継続
• 電⼒供給開始
• 農地転⽤許可権者

への年次報告
• コミュニケーション

⼯事契約
⼯事実施

買取価格
の決定

電⼒会社に正式な
接続の可否と必要
な概算費⽤の算定
を依頼（※３）

太陽光発電設備
のメンテナンス

現地を確認、
排⽔や⾼低差等、
必要な営農環境を
⼯事会社と共有

営農型太陽光発電を始めるには（取組フロー）

【農業に関する⼿続】 【発電に関する⼿続】

※１ ⼀時転⽤許可申請時は、適切
な営農が⾏われる⾒込みであるか
どうか、知⾒者の意⾒書を添付す
る必要があります。

※３ 接続契約は各電⼒会社
によって状況が異なるので、
地元の電⼒会社にお問い合わ
せください。

農業と太陽光発電それぞれに必要な⼿続を確認しましょう。農業に関しては、栽培作物の選定な
ど営農計画の策定や農地の⼀時転⽤の⼿続が必要になります。太陽光発電に関しては、電⼒会社
との接続契約の締結や経済産業省のFIT事業計画認定など、通常の太陽光発電設備と同じ⼿続が
必要です。

継続に当たっては、関係者どうし定期的にコミュニケーションをとりましょう

電⼒会社へ
事前相談

接続契約
等の申込

経産省へ
事業計画
認定申請

事業計画
認定通知

※２ 営農型太陽光発電設備の設置者と営農者が異な
る場合であって、⺠法第269条の2第1項の地上権等
を設定する場合には、別途、農地法第３条の規定に
よる農業委員会の許可を得る必要があります。
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① 周囲の理解を得ること
営農型太陽光発電に取り組むに当たっては、⻑期安定的に発電事業を⾏うため、地域の皆様の理
解を得ながら事業を進めていくことが重要です。取組の内容や地域の実態に応じて、地域の皆様
と丁寧にコミュニケーションを取りましょう。

匝瑳ソーラーシェアリング合同会社代表の椿茂雄さんは、千葉県匝瑳市飯塚
の開畑地区の未利⽤地だった⼟地で営農型太陽光発電に取り組んでいます。
椿さんも取組を検討した際には周囲の反対がありました。また、ご⾃⾝も地
域に根ざしてきた住⺠であり、景観の悪化等を懸念することは理解できると
いいます。椿さんは「地元は美しい丘を誇ってきた地域で、パネルの設置に
は抵抗感があった。そのため農地の中⼼部にはパネルを設置せず、周辺部を
適地とし、そこを農地としてつくりなおしていくこととした」とのことです。
また、取組に当たっては⾏政に相談しつつ、地元の区⻑や地権者、NPO等に
声がけして進めてきました。「発電事業に取り組むと地域に⻑く住んでいる
⼈から「将来どうするんだ」と⾔われる。⼀⽅で現状のままでは地域、農業
を維持できない。地域住⺠の懸念を払拭しながら、未利⽤地を再⽣し、地域
の活性化を図りたい」と語っています。

椿 茂雄 さん

実際に取り組んだ⽅のお話

② 営農型太陽光発電のための農地の⼀時転⽤許可
営農型太陽光発電設備を設置するには、農地法に基づく⼀時転⽤の許可が必要です。
【制度のポイント】
① 発電設備の⽀柱の基礎部分について、⼀時転⽤許可が必要です。⼀時転⽤許可期間は認定農

業者等の担い⼿が営農する場合や荒廃農地を活⽤する場合等は10年以内で、それ以外は3年以
内です。問題がなければ再許可が可能です。

② ⼀時転⽤許可に当たり、営農の適切な継続（収量や品質の確保等）が確実か、周辺の営農上
⽀障がないか等をチェックします。

年に１回の報告義務があり、農産物⽣産等に著しい⽀障がある場合には、施設を撤去し
て復元しなければなりませんので、最初の段階で慎重に計画を⽴てることが重要です。

⼀時転⽤許可制度について、詳しく知りたい⽅はこちら（農林⽔産省Webサイト）
→ http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/einogata.html

③ その他、営農型太陽光発電に取り組む上での留意点
営農型太陽光発電に取り組む際は、電気事業法に基づく安全対策等、関係する法令を遵守する必
要があります。
営農型太陽光発電設備の撤去及び処分については、事業終了後に適切な撤去及び処分を⾏うため、
その実⾏に係る費⽤を想定した上で積⽴を⾏い、その開始時期と終了時期、想定積⽴⾦額と毎⽉
の積⽴⾦額を明らかにして事業計画を策定しましょう。 詳細は「事業計画策定ガイドライン（太
陽光発電）」（資源エネルギー庁）を参照の上、「ガイドライン」を遵守してください。
また、2020年４⽉から、新たに30MW以上の太陽光発電事業が環境影響評価法の対象事業とし
て追加されています。法の対象とならない規模の事業についても、各地⽅公共団体によっては環
境影響評価に関する条例等を制定しているところがあります。事業の規模、⽴地を予定している
地⽅公共団体の条例等の規則をよくご確認の上、計画している事業がそれらの対象となる場合は、
法令を遵守してください。
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営農型太陽光発電取組チェックリスト

このチェックリストは、営農型太陽光発電事業を始めるに当たり留意すべき点を列記しています。
実際の事業計画、設計、施⼯、発電開始後の維持管理や⼿続の多くは専⾨業者が⾏うこととなり
ます。まずは取組フローで導⼊までの⼤まかな流れを把握した上で、チェックリストを参考にし
て円滑な導⼊を図りましょう。
※営農型太陽光発電システムの設計・施⾏ガイドライン（NEDO）

→ https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100060.html#sp
※⼀般的な太陽光発電設備を選ぶ際の注意事項も参考にしてください。

→ http://www.jpea.gr.jp/

チェック
区分

チェック
欄 チェック項⽬

営
農
計
画

□ 継続可能で収益が⾒込める無理のない営農計画は⽴てられますか︖

□ 万⼀、ご⾃⾝が病気や怪我などで営農ができなくなった場合に、営農が継
続できるよう備えていますか︖

□ 農業委員会から営農に関する改善指導等を受けた場合の対応を考えていますか︖

発
電
事
業
計
画

□ 発電量予想は客観的なデータや近隣地区の実績値等に基づいた信頼性の⾼
いものとなっていますか︖

□ 発電した電⼒の使い道は継続可能で安定なものになっていますか︖

□ 発電設備設置費⽤の積算内訳は適切ですか︖

□ 発電期間中の維持管理費等は計上されていますか︖

発
電
設
備
設
計

□ 下部の農地で計画している作⽬に適した⽇射量が確保できる仕様（遮光
率）となっていますか︖

□ パネル架台の⽀柱は農作業を効率的に⾏える⾼さや間隔が確保されていま
すか︖

□ 発電設備には腐⾷防⽌の処理がされていますか︖

□ 発電設備の部材に、⼟壌に悪影響を及ぼす恐れのある薬剤や⾦属が使われ
ていませんか︖

□ 発電設備を設置する地点で想定される⾵速及び積雪深が考慮された、⼗分
な強度を持つ設計となっていますか︖

□ 営農に⽀障がない範囲で、電気的な安全が確保された設計になっていますか︖

□ ⾬⽔が農地や農作物に悪影響を与えないような設計となっていますか︖

□ 集⽔された⾬⽔や排⽔が隣接地へ流れ込まないように、また、⽔路や農道
等に悪影響を与えない設計となっていますか︖

□ 隣接地へ発電設備の影がかかったり、パネルの反射光が周囲に迷惑となら
ない設計となっていますか︖

□ 営農や安全に対する懸念点に対して、意⾒を聞き⼊れ設計に反映してもら
える事業者ですか︖
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チェック
区分

チェック
欄 チェック項⽬

発
電
設
備
⼯
事

□ 発電設備設置⼯事は営農（ご⾃⾝及び周囲）に⽀障が無い時期、期間(休耕
期、農閑期)に予定されていますか︖

□ 下部農地での営農に⽀障が無いように、農地に極⼒負荷がかからないよう
配慮された⼯事となっていますか︖

□ ⼯事により農道や畦、⽔路等を損傷させた場合等の瑕疵責任は明確になっ
ていますか︖

発
電
設
備
の
保
証
・
点
検
・
補
修

□ 発電設備の保証内容や保証条件は明⽰されていますか︖

□ トラブル発⽣時の相談窓⼝が設けられていますか︖

□ 発電設備の定期点検体制は整えられていますか︖

□ 発電設備の異状をすぐに検知して対処できる体制ですか︖

□ 発電設備の⽇常点検はご⾃⾝ができるよう、点検箇所や点検項⽬等が明ら
かになっていますか︖

□ 専⾨業者による点検・補修の結果や、発⽣した異状とその処置について、
報告を受ける体制となっていますか︖

発
電
設
備
下
部
で
の
利
⽤
権
設
定
⼜
は
農
作
業
受
託

□
農業委員会に対して⾏う⼀時転⽤許可の申請・更新や毎年の営農実績報告
は誰が⾏うのか明確ですか︖
また、営農に関する権利設定等は適切に⾏われていますか︖

□ 営農者と発電設備の設置者が異なる場合、該当農地における区分地上権等
の申請は⾏いましたか︖

□ 営農作業によって発電設備を損傷させた場合の取扱が明確ですか︖

□ 災害等により発電設備が損壊し、営農者・農地・農業機械・農作物等が被
害を被った場合の取扱が明確ですか︖

□
発電事業者から借賃等以外に地域への還元⾦を受け取ることができるのか、
その⾦額・内訳が明確ですか︖
また、農作物の所有及び収益の帰属先は明確ですか︖

□ 発電事業が終了したり事故等により撤退する場合、農地の復旧を発電事業
者の負担により⾏うことが明確ですか︖

□ 万⼀、ご⾃⾝が営農を継続できなくなった場合、または営農を委託している者が営農で
きなくなった場合、営農を継続するための⽅策が明確ですか︖

□ 不適切な営農により⼀時転⽤許可が取消しになり、発電事業が継続できな
くなった場合の撤去費⽤や損害等の取扱は明確ですか︖

□ 良好な営農が継続できることについて、さまざまな配慮をしてくれる信頼
のおける発電事業者ですか︖
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